
８水推第 498 号 

令和８年６月 11日 

水産政策審議会 

会長 佐々木 貴文 殿 

農林水産大臣  鈴木 憲和 

内水面漁業の振興に関する法律第 30 条において準用する漁業法第 42 条

第１項及び第 46 条第２項並びに内水面漁業の振興に関する法律施行規

則第９条の規定に基づくうなぎ養殖業の公示について（諮問第 514 号） 

 別紙の公示案により、うなぎ養殖業の制限措置の内容、許可を申請すべき期間、

許可の有効期間及び許可の基準を定めたいので、内水面漁業の振興に関する法律（平

成 26 年法律第 103 号）第 30 条において準用する漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）

第 42 条第３項及び第 46 条第２項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 
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内水面漁業の振興に関する法律第 30 条において準用する漁業法第

42 条第１項及び第 46 条第２項並びに内水面漁業の振興に関する法

律施行規則第９条の規定に基づくうなぎ養殖業の公示案について 

１．趣旨
 うなぎ養殖業は、内水面漁業の振興に関する法律（平成 26 年法律第 103 号。以

下「法」という。）第 26 条第１項及び内水面漁業の振興に関する法律施行令（平

成 26 年政令第 324 号）第１条において、農林水産大臣の許可を受けなければなら

ないとされているところである。このため、令和８年 11 月１日からの公示に基づ

く許可について、法第 30 条において準用する漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第

42 条第１項及び第 46 条第２項並びに内水面漁業の振興に関する法律施行規則（平

成 26 年農林水産省令第 43 号。以下「規則」という。）第９条の規定に基づき、う

なぎ養殖業の制限措置の内容、許可を申請すべき期間、許可の有効期間並びに許可

の基準等を定める。 

２．概要
（１）制限措置の内容（法第 30 条において準用する漁業法第 42 条第１項）

① 許可をすべき水産動植物の総量

うなぎ養殖業に係る養殖することができる水産動植物の総量については、う

なぎの国際的資源保護・管理に係る４か国・地域による共同声明の考え方を継

続することが確認されたことから、前漁期と同等に、にほんうなぎについては

21.7 トン、にほんうなぎ以外の種のうなぎについては 3.5 トンとする。 

② 養殖場の総面積

上述の国際的資源保護・管理の下、限られたうなぎ資源を有効に活用し、う

なぎ養殖業を持続的に営んでいくためには、一定規模以上の水面が必要である

ことから、養殖場の総面積は３平方メートル以上とする。

③ 養殖場の数

養殖することができるシラスウナギの総量が定まっているにもかかわらず、

養殖場の数が無制限に増加することは、経営体の規模縮小による経営基盤の脆

弱化につながるおそれがあり、これを防ぐ必要性があること等を踏まえ、許可

をするにほんうなぎ及びにほんうなぎ以外の種のうなぎの養殖場の総数につ

いては次のとおりとする。 

にほんうなぎ 439 
うち ・国内で一度も飼育されたことのないうなぎを養殖する養殖場 399 

・国内で養殖されたことのあるうなぎ（以下「既養殖うなぎ」とい
う。）のみを養殖する養殖場 40

にほんうなぎ以外の種のうなぎ 103 
うち ・国内で一度も飼育されたことのないうなぎを養殖する養殖場 74 

・既養殖うなぎのみを養殖する養殖場 29

（２）許可の申請期間（法第 30 条において準用する漁業法第 42 条第１項）

申請の審査に一定期間を要すること等を踏まえ、許可を申請すべき期間は、

令和８年７月１日から同年９月 30 日までとする。 
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（３）許可の有効期間（法第 30 条において準用する漁業法第 46 条第２項）

今後の国際協議の結果等によって許可をすべき水産動植物の総量が変わる

可能性があること等を踏まえ、許可の有効期間を１年間とする（令和８年 11

月１日～令和９年 10 月 31 日）。 

（４）水産動植物の数量及び養殖場の数に係る許可の基準

① 国内で一度も養殖されたことのないうなぎを養殖する養殖場（規則第９条） 

現にうなぎ養殖業の許可を受けた者が当該許可の有効期間の満了日の到来

のため当該許可に係る養殖場と同一の養殖場についてした申請があるときは、

法第 30 条において準用する漁業法第 42 条第５項に基づき、その申請に係る水

産動植物の数量（当該許可において定められた数量に限る。）に対して、他の

申請に優先して許可する。 

 この許可による水産動植物の数量又は養殖場の数の合計が、（１）①水産動

植物の総量又は③養殖場の数の総数を下回る場合、その差の範囲内において、

新たに許可を行う養殖場と当該養殖場に係る水産動植物の数量を定める。 

この際、新たに許可を行う養殖場に対して許可する水産動植物の数量は１キ

ログラムとし、（１）①水産動植物の総量又は③養殖場の数の総数に達するま

で許可を行うこととする。
この方法により許可をする者を定めることができない場合は、公正な方法で

くじを行い、許可をする者を定める。 

② 既養殖うなぎのみを養殖する養殖場（規則第９条）

現にうなぎ養殖業の許可を受けた者が当該許可の有効期間の満了日の到来

のため当該許可に係る養殖場と同一の養殖場についてした申請があるときは、

法第 30 条において準用する漁業法第 42 条第５項に基づき、他の申請に優先し

て許可する。 

この許可による養殖場の数の合計が、（１）③養殖場の数の総数を下回る場

合には、その差の範囲内において、許可をする養殖場を定める。 

この方法により許可をする者を定めることができない場合は、公正な方法で

くじを行い、許可をする者を定める。 

③ 許可に係る条件（法第 30 条において準用する漁業法第 42 条第１項）

既養殖うなぎについては、許可において定める養殖することができる量に含

まれないため、他のうなぎと明確に判別できなければ資源管理上支障が生じる

ことから、その出荷をする場合には、出荷を証明する書類を添付すること等を

許可の条件として付すこととする。 
にほんうなぎ以外の種のうなぎについて、その養殖をする場合には、当該う

なぎを公共水面に放出しないこと及び当該うなぎの逸出を防止するための措置

を講じることを許可の条件として付すこととする。 

うなぎの稚魚（全長 13 センチメートル以下のうなぎをいい、国内で一度も養

殖されたことがないもの、既養殖のものの別を問わない。）を養殖の用に供す

るために譲り受け、又は引き受けたときは、当該稚魚を譲り渡し、又は引き渡

した者が特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律（令和２年法律

第 79 号）第６条第１項の規定により保存する漁獲番号又は荷口番号（当該稚魚

が輸入され、又は養殖されたものである場合には、その旨）を記録し、当該稚
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魚を譲り受け、又は引き受けた日からこれを３年間保存することを許可の条件

として付すこととする。 

３．今後のスケジュール（予定）
公示日 令和８年７月１日 
許可の申請期間 令和８年７月１日～同年９月 30 日 
許可日 令和８年 11 月１日 
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うなぎ養殖業における養殖するうなぎの量の制限の取組み経過  

【４カ国・地域における国際的な資源管理】  
 うなぎの国際的資源保護・管理に係る第７回非公式協議において、
以下のとおりうなぎ池入れ量に制限を講じること等を内容とする共同
声明を発出（平成 26 年９月 17 日）

にほんうなぎ：直近（平成 26 年漁期）の池入れ量から 20％削減  

その他の種のうなぎ：近年（３カ年）の池入れ量より増やさない  

【平成 27 年漁期（平成 26 年 11 月～平成 27 年 10 月）】  
 共同声明の遵守を図るため、届出制度の下で、うなぎ養殖業者ごと
に池入れ数量の上限を設定するためのガイドラインを制定し、ガイド
ラインに基づき配分された数量を以て、その数量の範囲内で自主的な
取組みとして池入れ制限を実施

【平成 28 年漁期（平成 27 年 11 月～平成 28 年 10 月） 
～令和８年漁期（令和７年 11 月～令和８年 10 月）】 

 毎年開催されるウナギの国際的資源保護・管理に係る非公式協議にお
いて、次年度漁期のウナギ池入れ数量の上限を前漁期と同等とするこ
とを確認

 許可制度により、池入れ量を管理

【令和９年漁期（令和８年 11 月～令和９年 10 月）】
 ウナギの国際的資源保護・管理に係る非公式協議が６月 29、30 日に
開催予定。次年度漁期のウナギ池入れ数量の上限を前漁期と同等とす
ることを確認予定。

 許可制度により、池入れ量を管理
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うなぎ養殖業につき、その許可をすべき水産動植物の総量等、

許可を申請すべき期間及び許可の基準を定める告示案 

＜参照条文＞ 

１ 内水面漁業の振興に関する法律（平成 26 年法律第 103 号） 

第26条 ············································································· １
第30条 ············································································· １

２ 内水面漁業の振興に関する法律施行令（平成 26 年政令第 324 号） 

第１条 ············································································· ３

３ 内水面漁業の振興に関する法律施行規則（平成 26 年農林水産省令第 43 号） 

第２条 ············································································· ４
第５条 ············································································· ５
第９条 ············································································· ５

４ 漁業法（昭和 24 年法律第 267 号） 

第41条 ············································································· ８
第42条 ············································································· ９
第44条 ············································································· ９
第46条 ············································································· 10

５ 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律（令和 ２ 年法律第 79 号） 

第２条 ············································································· 11
第６条 ············································································· 11

５ 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 

（農林水産省令第 39 号） 

第１条 ············································································· 13
（附則）第１条 ································································· 13
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○
内
水
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の
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に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
六
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七
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法
律
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三
号
）
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六
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第
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三
〇
年
一
二
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四
日
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五
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四
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七
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同
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八
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（
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定
養
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業
の
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可
）

第
二
十
六
条

漁
業
法
の
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定
が
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用
さ
れ
る
水
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以
外
の
水
面
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ま
れ
る

養
殖
業
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
指
定
養
殖
業
」
と
い
う
。
）

を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
養
殖
場
ご
と
に
、
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
養
殖
業
の
許
可
は
、
養
殖
場
に
お
い
て
養
殖
す
る
こ
と
が
で
き
る
水

産
動
植
物
の
量
を
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て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
政
令
は
、
当
該
養
殖
業
に
係
る
内
水
面
水
産
資
源
の
持
続
的
な

利
用
の
確
保
又
は
内
水
面
漁
業
の
持
続
的
か
つ
健
全
な
発
展
の
た
め
養
殖
業

を
営
む
者
及
び
そ
の
養
殖
場
に
つ
い
て
制
限
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
り
、

か
つ
、
政
府
間
の
取
決
め
そ
の
他
の
関
係
上
当
該
措
置
を
統
一
し
て
講
ず
る

こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
養
殖
業
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
の
政
令
を
制
定
し
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
は
、
政
令
で
、
そ
の
制

定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所

要
の
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
を
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

５

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
政
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制
定
又
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の
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よ
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６
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。
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第
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殖
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関
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三
十
六
条
か
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第
三
十
九
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三
条
、
第
四
十
五
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第
五
十
条
及
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第
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十
二
条
を
除
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。
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第
一
号
に
係
る
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限
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。
）
、
第
二
項
、
第
三

項
前
段
及
び
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四
項
か
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第
十
項
ま
で
の
規
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準
用
す
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こ
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合
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お
い
て
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ら
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規
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と
、
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が
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「
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植
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物
の
量
の
合
計
が
」
と
、
「
船
舶
の
数
を
」
と
あ
る
の
は
「
総
量
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」
と
、

「
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あ
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受
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た
め
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該
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可
に
係
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養
殖
場
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同
一
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養
殖
場
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て
し
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請
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あ
る
と
き
は
」
と
、
「
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し
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可
又
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可
を
す
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め
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す
る
」
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は
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て
、
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該
許
可
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
水
産
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植
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、
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優
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し
て
許
可
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し
な
け
れ
ば
な
ら
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」
と
、
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項
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項
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並
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替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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○
内
水
面
漁
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
）

（
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）

改
正

平
成
二
七
年

五
月
二
〇
日
政
令
第
二
三
六
号

令
和

二
年

七
月

八
日
同

第
二
一
七
号

同

五
年

二
月

一
日
同

第

二
〇
号

（
指
定
養
殖
業
の
指
定
）

第
一
条

内
水
面
漁
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

二
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
養
殖
業
は
、
う
な
ぎ
養
殖
業
と
す
る
。

（
平
二
七
政
二
三
六
・
旧
本
則
・
一
部
改
正
）
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○
内
水
面
漁
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
二
十
六
年
七
月
八
日
）

（
農
林
水
産
省
令
第
四
十
三
号
）

改
正

平
成
二
六
年
一
〇
月

一
日
農
林
水
産
省
令
第
五
三
号

同

二
七
年

五
月
二
〇
日
同

第
五
四
号

令
和

二
年

七
月

八
日
同

第
四
九
号

同

二
年
一
二
月
二
一
日
同

第
八
三
号

同

五
年

二
月
一
六
日
同

第

八
号

（
許
可
の
申
請
）

第
二
条

指
定
養
殖
業
に
つ
い
て
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
（
第
十
一
条

及
び
第
十
七
条
を
除
き
、
以
下
「
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
養
殖
場
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
農
林
水

産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者

の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

申
請
に
係
る
指
定
養
殖
業
の
種
類

三

使
用
す
る
養
殖
場
の
名
称
、
そ
の
所
在
地
及
び
そ
の
面
積

四

養
殖
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
水
産
動
植
物
の
種
類
及
び
そ
の
量

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

個
人
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

住
民
票
の
写
し

ロ 

財
産
に
関
す
る
調
書

二

法
人
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

定
款

ロ

登
記
事
項
証
明
（
目
的
、
名
称
、
事
務
所
（
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
）
及
び
当
該
法
人
を
代
表
す
べ
き
者
の
氏
名

に
係
る
事
項
を
証
明
し
た
登
記
事
項
証
明
書
に
限
る
。
）

ハ

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
、

損
益
計
算
書
及
び
当
該
事
業
年
度
末
の
財
産
目
録
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず

る
も
の
（
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
）

三

登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
養
殖
場
の
所
在
地
を
証
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
書
類

四

申
請
に
係
る
養
殖
場
を
使
用
す
る
権
利
が
所
有
権
以
外
の
場
合
に
は
、

当
該
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

五

二
人
以
上
が
共
同
し
て
申
請
す
る
場
合
に
は
、
当
該
養
殖
業
に
関
す
る

各
共
同
者
の
権
利
義
務
の
関
係
を
記
載
し
た
書
面

六

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
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百
六
十
七
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る

者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
許
可
を
す
る
か
ど
う

か
の
判
断
に
関
し
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
平
二
七
農
水
令
五
四
・
追
加
、
令
二
農
水
令
四
九
・
一
部
改
正
）

（
指
定
養
殖
業
の
制
限
措
置
）

第
五
条

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
農

林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

許
可
を
す
べ
き
指
定
養
殖
業
に
係
る
水
産
動
植
物
の
総
量

二

養
殖
場
の
総
面
積

三

養
殖
場
の
数

（
許
可
を
す
べ
き
者
の
決
定
）

第
九
条

法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
四
十
二
条
第
五
項
又
は

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
す
る
者
を
定
め
な
い
と
き
は
、
当
該
指
定
養

殖
業
を
営
む
者
の
数
、
当
該
指
定
養
殖
業
に
係
る
養
殖
場
の
数
及
び
当
該
指

定
養
殖
業
の
実
態
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
許
可
の
基
準
を
定
め
、
こ

れ
に
従
っ
て
許
可
す
る
者
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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○
漁
業
法

（
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
十
五
日
）

（
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）

第
六
回
臨
時
国
会

第
三
次
吉
田
内
閣

改
正

昭
和
二
五
年

四
月
一
五
日
法
律
第
一
〇
一
号

同

二
五
年

五
月
一
〇
日
同

第
一
七
一
号

同

二
五
年

七
月
三
一
日
同

第
二
二
五
号

同

二
六
年

三
月
三
一
日
同

第

九
三
号

同

二
六
年

四
月

七
日
同

第
一
三
九
号

同

二
六
年
一
二
月
一
五
日
同

第
三
〇
九
号

同

二
六
年
一
二
月
一
七
日
同

第
三
一
三
号

同

二
七
年

七
月
三
一
日
同

第
二
六
二
号

同

二
七
年

八
月
一
六
日
同

第
三
〇
八
号

同

二
八
年

八
月

八
日
同

第
一
八
九
号

同

二
八
年

八
月
一
五
日
同

第
二
一
三
号

同

二
九
年

六
月

八
日
同

第
一
六
三
号

同

二
九
年

六
月
一
〇
日
同

第
一
七
〇
号

同

三
〇
年

一
月
二
八
日
同

第

四
号

同

三
一
年

三
月
一
五
日
同

第

八
号

同

三
一
年

六
月
一
二
日
同

第
一
四
八
号

同

三
三
年

四
月
二
二
日
同

第

七
五
号

同

三
三
年

四
月
三
〇
日
同

第
一
〇
六
号

同

三
四
年

四
月
二
〇
日
同

第
一
四
八
号

同

三
五
年

六
月
三
〇
日
同

第
一
一
三
号

同

三
六
年

六
月
一
三
日
同

第
一
二
八
号

同

三
六
年
一
一
月
二
〇
日
同

第
二
三
五
号

同

三
七
年

五
月
一
〇
日
同

第
一
一
二
号

同

三
七
年

五
月
一
六
日
同

第
一
四
〇
号

同

三
七
年

九
月
一
一
日
同

第
一
五
五
号

同

三
七
年

九
月
一
一
日
同

第
一
五
六
号

同

三
七
年

九
月
一
五
日
同

第
一
六
一
号

同

四
一
年

六
月

一
日
同

第

七
七
号

同

四
三
年

五
月

二
日
同

第

三
九
号

同

四
四
年

五
月
一
六
日
同

第

三
〇
号

同

四
六
年
一
二
月
三
一
日
同

第
一
三
〇
号

同

五
〇
年

七
月
一
五
日
同

第

六
三
号

同

五
三
年

四
月
二
四
日
同

第

二
七
号
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同

五
三
年

七
月

五
日
同

第

八
七
号

同

五
四
年

三
月
三
〇
日
同

第

五
号

同

五
六
年

四
月

七
日
同

第

二
〇
号

同

五
六
年

五
月
一
九
日
同

第

四
五
号

同

五
七
年

八
月
二
四
日
同

第

八
一
号

同

五
八
年

六
月
一
一
日
同

第

六
二
号

同

五
九
年

五
月

一
日
同

第

二
三
号

同

六
〇
年

五
月
一
八
日
同

第

三
七
号

同

六
三
年
一
二
月
一
三
日
同

第

九
四
号

平
成

元
年
一
二
月
一
九
日
同

第

八
一
号

同

五
年
一
一
月
一
二
日
同

第

八
九
号

同

六
年

二
月

四
日
同

第

二
号

（
同

六
年
一
一
月
二
五
日
同

第
一
〇
四
号
）

同

六
年

二
月

四
日
同

第

四
号

（
同

六
年

三
月
一
一
日
同

第

一
二
号
）

同

六
年
一
一
月
二
五
日
同

第
一
〇
五
号

同

七
年

五
月
一
二
日
同

第

九
一
号

同

七
年
一
二
月
二
〇
日
同

第
一
三
五
号

同

九
年
一
二
月
一
九
日
同

第
一
二
七
号

同

一
〇
年

五
月

六
日
同

第

四
七
号

同

一
一
年

五
月
一
四
日
同

第

四
三
号

同

一
一
年

七
月
一
六
日
同

第

八
七
号

同

一
一
年

七
月
一
六
日
同

第
一
〇
二
号

同

一
一
年

八
月
一
三
日
同

第
一
二
二
号

同

一
一
年
一
二
月
二
二
日
同

第
一
六
〇
号

同

一
二
年

五
月
一
七
日
同

第

六
二
号

同

一
二
年

五
月
一
七
日
同

第

六
三
号

同

一
二
年

五
月
三
一
日
同

第

九
一
号

同

一
二
年
一
一
月

一
日
同

第
一
一
八
号

同

一
二
年
一
一
月
二
七
日
同

第
一
二
六
号

同

一
三
年

六
月
二
九
日
同

第

八
九
号

同

一
三
年

六
月
二
九
日
同

第

九
〇
号

（
同
一
三
年

六
月
二
九
日
同

第

八
〇
号
）

同

一
四
年

六
月
一
九
日
同

第

七
五
号

同

一
四
年
一
二
月
一
三
日
同

第
一
五
二
号

同

一
五
年

五
月
三
〇
日
同

第

六
一
号

同

一
五
年

六
月
一
一
日
同

第

六
九
号

同

一
五
年

七
月
二
五
日
同

第
一
二
七
号
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同

一
六
年

五
月
二
六
日
同

第

五
七
号

同

一
六
年

六
月

二
日
同

第

七
六
号

同

一
六
年

六
月

九
日
同

第

八
四
号

同

一
六
年
一
二
月

一
日
同

第
一
四
七
号

同

一
七
年

七
月
二
六
日
同

第

八
七
号

同

一
八
年

六
月

七
日
同

第

五
三
号

同

一
八
年

六
月
一
四
日
同

第

六
二
号

同

一
八
年

六
月
二
三
日
同

第

九
三
号

同

一
九
年

六
月

六
日
同

第

七
七
号

同

一
九
年

六
月
一
三
日
同

第

八
五
号

同

二
三
年

五
月

二
日
同

第

三
五
号

同

二
五
年

六
月
一
四
日
同

第

四
四
号

同

二
六
年

五
月
三
〇
日
同

第

四
二
号

同

二
六
年

六
月
一
三
日
同

第

六
九
号

同

二
七
年

六
月
一
九
日
同

第

四
三
号

同

二
七
年

八
月

五
日
同

第

六
〇
号

同

二
八
年

四
月
一
一
日
同

第

二
四
号

同

二
八
年

四
月
一
三
日
同

第

二
五
号

同

二
八
年

五
月
二
七
日
同

第

五
一
号

同

二
八
年
一
二
月

二
日
同

第

九
四
号

同

三
〇
年

六
月
二
〇
日
同

第

五
九
号

同

三
〇
年

七
月
二
五
日
同

第

七
五
号

同

三
〇
年
一
二
月
一
四
日
同

第

九
五
号

令
和

元
年

五
月
一
五
日
同

第

一
号

同

三
年

五
月
一
九
日
同

第

三
七
号

同

三
年

五
月
二
八
日
同

第

四
七
号

同

四
年

六
月
一
七
日
同

第

六
八
号

同

六
年

六
月
二
六
日
同

第

六
六
号

（
許
可
又
は
起
業
の
認
可
に
つ
い
て
の
適
格
性
）

第
四
十
一
条

許
可
又
は
起
業
の
認
可
に
つ
い
て
適
格
性
を
有
す
る
者
は
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
と
す
る
。

一

漁
業
又
は
労
働
に
関
す
る
法
令
を
遵
守
せ
ず
、
か
つ
、
引
き
続
き
遵
守

す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

二

暴
力
団
員
等
で
あ
る
こ
と
。

三

法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
役
員
又
は
政
令
で
定
め
る
使
用
人
の
う
ち
に
前

二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

五

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
船
舶
が
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
基
準
を
満
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た
さ
な
い
こ
と
。

六

そ
の
申
請
に
係
る
漁
業
を
適
確
に
営
む
に
足
り
る
生
産
性
を
有
さ
ず
、

又
は
有
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
第
五
号
の
基
準
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
水
産
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
規
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
）

第
四
十
二
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
許
可
（
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
四
十

五
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は

起
業
の
認
可
（
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
大
臣
許
可
漁
業
を
営
む

者
の
数
、
当
該
大
臣
許
可
漁
業
に
係
る
船
舶
の
数
及
び
そ
の
操
業
の
実
態
そ

の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
及

び
船
舶
の
総
ト
ン
数
、
操
業
区
域
、
漁
業
時
期
、
漁
具
の
種
類
そ
の
他
の
農

林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
に
関
す
る
制
限
措
置
を
定
め
、
当
該
制
限
措
置

の
内
容
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
を
公
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
す
べ
き
期
間
は
、
三
月
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
緊
急
を
要
す
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
制
限
措
置
の
内
容

及
び
申
請
す
べ
き
期
間
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
水
産
政
策
審
議
会
の

意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
た
だ
し
書
の
農
林
水
産

省
令
で
定
め
る
緊
急
を
要
す
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

４

第
一
項
の
申
請
す
べ
き
期
間
内
に
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
し
た
者

（
次
項
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
は
、
農
林
水
産
大
臣

は
、
第
四
十
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
許
可

又
は
起
業
の
認
可
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
が
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
た
船
舶
の
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
申
請
者
の
生
産
性
を
勘
案
し
て
許
可
又
は
起
業
の

認
可
を
す
る
者
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

６

前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
者
を
定
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
は
、
公
正
な
方
法
で
く
じ
を
行
い
、
許
可
又
は
起
業
の
認
可

を
す
る
者
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
許
可
等
の
条
件
）

第
四
十
四
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
漁
業
調
整
そ
の
他
公
益
上
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
に
当
た
り
、
許
可
又
は
起
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業
の
認
可
に
条
件
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
漁
業
調
整
そ
の
他
公
益
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
許
可
又
は
起
業
の
認
可
後
、
当
該
許
可
又
は
起
業
の
認
可
に
条
件
を

付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手

続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
付
加
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理

は
、
公
開
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
許
可
の
有
効
期
間
） 

第
四
十
六
条 

許
可
の
有
効
期
間
は
、
漁
業
の
種
類
ご
と
に
五
年
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条

（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
つ
て
許
可
を
し
た
場
合
は
、
従
前
の
許

可
の
残
存
期
間
と
す
る
。 

２ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
漁
業
調
整
の
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
水
産
政

策
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
前
項
の
期
間
よ
り
短
い
期
間
を
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
。 
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○
特
定
水
産
動
植
物
等
の
国
内
流
通
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

（
令
和
二
年
十
二
月
十
一
日
）

（
法
律
第
七
十
九
号
）

第
二
百
三
回
臨
時
国
会

菅
（
義
偉
）
内
閣

改
正

令
和

四
年

六
月
一
七
日
法
律
第
六
八
号

同

六
年

六
月
二
六
日
同

第
六
六
号

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
第
一
種
水
産
動
植
物
」
と
は
、
水
産
動

植
物
の
う
ち
、
国
内
に
お
い
て
違
法
か
つ
過
剰
な
採
捕
（
外
国
漁
船
（
日
本

船
舶
以
外
の
船
舶
で
あ
っ
て
、
漁
ろ
う
設
備
を
有
す
る
船
舶
そ
の
他
の
漁
業

の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る

も
の
を
除
く
。
）
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
資
源
の
保
存
及
び
管
理
を
図
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ

る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
第
一
種
水
産
動
植
物
等
」
と
は
、
特
定
第
一

種
水
産
動
植
物
及
び
特
定
第
一
種
水
産
動
植
物
を
原
材
料
と
す
る
加
工
品
の

う
ち
そ
の
国
内
流
通
の
規
制
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
と
認
め

ら
れ
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
第
一
種
水
産
動
植
物
等
取
扱
事
業
者
」
と
は
、

特
定
第
一
種
水
産
動
植
物
等
の
販
売
、
輸
出
、
加
工
、
製
造
又
は
提
供
の
事

業
を
行
う
者
を
い
う
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
第
二
種
水
産
動
植
物
」
と
は
、
我
が
国
に
輸

入
さ
れ
る
水
産
動
植
物
の
う
ち
、
外
国
漁
船
に
よ
っ
て
外
国
法
令
に
照
ら
し

違
法
な
採
捕
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
そ
の
他
の

国
際
的
な
水
産
資
源
の
保
存
及
び
管
理
を
必
要
と
す
る
事
由
に
よ
り
輸
入
の

規
制
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
農

林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
第
二
種
水
産
動
植
物
等
」
と
は
、
特
定
第
二

種
水
産
動
植
物
及
び
特
定
第
二
種
水
産
動
植
物
を
原
材
料
と
す
る
加
工
品
の

う
ち
そ
の
輸
入
の
規
制
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ

る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

６

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
及
び
第
四
項
の
農
林
水
産
省
令
を
定
め
、
又

は
こ
れ
ら
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
水
産
政
策
審
議

会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
取
引
の
記
録
の
作
成
及
び
保
存
）

第
六
条

特
定
第
一
種
水
産
動
植
物
等
取
扱
事
業
者
は
、
特
定
第
一
種
水
産
動

植
物
等
に
つ
い
て
他
の
特
定
第
一
種
水
産
動
植
物
等
取
扱
事
業
者
（
こ
れ
に
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準
ず
る
者
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
）
と
の
間
で
の

譲
渡
し
等
（
譲
渡
し
若
し
く
は
譲
受
け
又
は
引
渡
し
若
し
く
は
引
受
け
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
た
と
き
、
又
は
廃
棄
若
し
く
は
亡
失
を
し
た
と
き

は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
第
一
種
水
産
動

植
物
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
録
を
作
成
し
、
当
該
譲
渡
し
等
又

は
当
該
廃
棄
若
し
く
は
亡
失
を
し
た
日
か
ら
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
届
出
採
捕
者
が
第
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
団
体
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
当
該
団
体
に
所
属
す
る
者
が
当
該
届

出
に
係
る
特
定
第
一
種
水
産
動
植
物
等
の
譲
渡
し
等
を
し
た
場
合
、
少
量
の

特
定
第
一
種
水
産
動
植
物
等
に
つ
い
て
廃
棄
又
は
亡
失
を
し
た
場
合
そ
の
他

の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

名
称

二

重
量
又
は
数
量

三

譲
渡
し
等
又
は
廃
棄
若
し
く
は
亡
失
を
し
た
年
月
日
（
亡
失
を
し
た
場

合
で
あ
っ
て
そ
の
年
月
日
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
時
期
）

四

譲
渡
し
等
を
し
た
と
き
は
、
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称

五

漁
獲
番
号
又
は
荷
口
番
号

六

そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項

２

特
定
第
一
種
水
産
動
植
物
等
取
扱
事
業
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
荷
口
番
号
を
伝
達
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
荷
口
番
号
に
対
応
す
る

漁
獲
番
号
の
記
録
を
作
成
し
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

輸
入
・
養
殖
水
産
動
植
物
等
に
つ
い
て
の
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
第
五
号
中
「
漁
獲
番
号
又
は
荷
口
番
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
輸

入
・
養
殖
水
産
動
植
物
等
で
あ
る
旨
」
と
す
る
。
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○
特
定
水
産
動
植
物
等
の
国
内
流
通
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則

（
令
和
四
年
四
月
二
十
六
日
）

（
農
林
水
産
省
令
第
三
十
九
号
）

改
正

令
和

四
年

九
月

八
日
農
林
水
産
省
令
第
五
一
号

同

五
年
一
二
月
二
八
日
同

第
六
三
号

（
特
定
第
一
種
水
産
動
植
物
）

第
一
条

特
定
水
産
動
植
物
等
の
国
内
流
通
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
水
産
動

植
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

う
な
ぎ
の
稚
魚
（
全
長
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
う
な
ぎ
を
い

う
。
）

二

あ
わ
び

三

な
ま
こ

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十

七
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
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R
元

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

R
7

池
入
れ
数
量

う
ち
輸

入
量

う
ち
国

内
採

捕
量

取
引

価
格

ニ
ホ
ン
ウ
ナ
ギ
稚
⿂
（
シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
）
の
池
⼊
れ
動
向
に
つ
い
て

○
養
鰻
業
者
は
、
シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
の
採
捕
状
況
・取

引
価
格
や
成
鰻
（せ

い
ま
ん
）の

在
庫
量
等
を
勘
案
し
て
池
入
れ
す
る
量
を

決
定
。
国
内
の
シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
の
採
補
量
が
低
調
と
見
込
ん
だ
養
殖
業
者
が
多
い
場
合
な
ど
に
は
海
外
か
ら
の
輸
入
量
が
増

加
す
る
傾

向
。

○
令

和
７
年

漁
期

（
令

和
６
年

1
1
月

～
翌

年
５
月

）
の
国

内
採

捕
量

は
、
豊

漁
で
あ
っ
た
令

和
２
年

漁
期

と
同

程
度

で
あ
っ
た
が
、

池
入

れ
の
需

要
が
比

較
的

小
さ
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
池

入
数

量
は
1
8
.7
ト
ン
に
留

ま
っ
た
。

注
１
：各

年
漁
期
の
池
入
数
量
は
、
前
年
1
1
月
～
当
該
年
５
月
ま
で
の
合
計
値
。
平
成
1
5
～
2
5
年
漁
期
ま
で
の
池
入
数
量
は
業
界
調
べ
、

平
成
2
6
～
令
和
７
年
漁
期
の
池
入
数
量
は
水
産
庁
調
べ
。
取
引
価
格
は
業
界
調
べ
。

注
２
：
輸

入
量

は
、
貿

易
統

計
の
「
う
な
ぎ
（
養

魚
用

の
稚

魚
）
」
を
基

に
、
輸

入
先

国
や
価

格
か
ら
判

別
し
た
ニ
ホ
ン
ウ
ナ
ギ
稚

魚
の
輸

入
量

。
採

捕
量
は
池

入
数

量
・輸

出
量
か
ら
輸
入
量
を
差
し
引
い
て
算
出
。

注
３
：
令

和
２
年

漁
期

は
、
池

入
数

量
上

限
を
超

過
す
る
お
そ
れ
が
生

じ
た
こ
と
か
ら
、
水

産
庁

が
都

道
府

県
を
通

じ
て
採

捕
停

止
を
要

請
。

池
入
数
量
上

限
21

.7
ト
ン

届
出

制
許

可
制

開
始

年
漁
期

■
ニ
ホ
ン
ウ
ナ
ギ
稚

魚
の
池

入
数

量
と
取

引
価

格
の
推

移

取
引
価
格

〔
万

円
/
kg
〕

池
入

数
量

〔
ﾄﾝ

〕
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令
和
7
年

1
1
月

令
和
7
年

1
2
月

令
和
8
年

1
月

令
和
8
年

2
月

令
和
8
年

3
月

令
和
8
年

4
月

令
和
8
年

5
月

令
和
8
年

6
月

令
和
8
年

7
月

令
和
8
年

8
月

令
和
8
年

9
月

令
和
8
年

1
0
月

令
和
8
年

漁
期
合
計

1
静
岡
県

5
5

2
.1

0
.0

0
.1

0
.3

0
.6

0
.4

1
.4

2
愛
知
県

1
1
7

5
.0

0
.0

0
.2

1
.2

0
.6

0
.9

2
.9

3
三
重
県

7
0
.4

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.1

4
徳
島
県

2
7

0
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.1

0
.1

5
高
知
県

2
0

0
.6

0
.0

0
.0

0
.0

0
.1

0
.1

0
.2

6
福
岡
県

1
7

0
.1

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

7
大
分
県

1
1

0
.2

0
.0

0
.0

0
.0

0
.1

0
.0

0
.1

8
熊
本
県

1
5

0
.3

0
.0

0
.0

0
.0

0
.1

0
.0

0
.1

9
宮
崎
県

4
4

3
.5

0
.0

0
.3

1
.1

0
.7

0
.5

2
.6

1
0

鹿
児
島
県

6
5

8
.6

0
.0

0
.1

2
.3

2
.0

1
.6

6
.0

1
1

そ
の
他
（
2
1
道
府
県
）

5
9

0
.4

0
.0

0
.0

0
.0

0
.1

0
.1

0
.2

全
国
計

4
3
7

2
1
.7

0
.0

0
.7

4
.9

4
.4

3
.8

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
3
.8

令
和
8
年
漁
期
　
道
府
県
別
に
ほ
ん
う
な
ぎ
稚
魚
の
池
入
れ
実
績

注
１
：
そ
の
他
は
、
養
殖
業
者
数
が
２
者
以
下
の
道
府
県
及
び
池
入
割
当
量
が
０
．
１
ｔに

満
た
な
い
道
府
県
で
あ
る
。

注
２
：
許
可
件
数
は
、
令
和
7
年
1
0
月
3
1
日
時
点
で
許
可
を
受
け
て
い
る
養
殖
場
の
総
計
で
あ
る
。

池
入
れ
数
量
（
単
位
：
ト
ン
）

池
入
割
当
量

（
単
位
：
ト
ン
）

許
可
件
数

28

参考２



尾
数

（
千
尾
）

数
量
（
ト
ン
）

※
シ
ラ
ス
換
算

尾
数

（
千
尾
）

数
量

（
ト
ン
）

尾
数

（
千
尾
）

数
量

（
ト
ン
）

尾
数

（
千
尾
）

数
量

（
ト
ン
）

尾
数

（
千
尾
）

数
量

（
ト
ン
）

尾
数

（
千
尾
）

数
量

（
ト
ン
）

尾
数

（
千
尾
）

数
量

（
ト
ン
）

尾
数

（
千
尾
）

数
量

（
ト
ン
）

尾
数

（
千
尾
）

数
量

（
ト
ン
）

尾
数

（
千
尾
）

数
量

（
ト
ン
）

尾
数

（
千
尾
）

数
量

（
ト
ン
）

尾
数

（
千
尾
）

数
量

（
ト
ン
）

尾
数

（
千
尾
）

数
量

（
ト
ン
）

尾
数

（
千
尾
）

数
量

（
ト
ン
）

1
石
川
県

4
5
7
2

0
.1

0
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

2
愛
知
県

4
1
,9
3
7

0
.4

0
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

3
大
阪
府

6
6
5
4

0
.1

0
0
.0

5
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

5
0
.0

4
奈
良
県

3
4

2
,9
7
6

0
.6

0
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

5
鹿
児
島
県

1
8

1
,3
4
0

0
.3

0
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

6
そ
の
他

（
2
1
道
府
県
）

3
7

1
0
,0
2
2

2
.0

2
0
.0

0
0
.0

4
0

0
.0

1
6

0
.0

0
0
.0

5
8

0
.0

全
国
計

1
0
3

1
7
,5
0
0

3
.5

2
0
.0

5
0
.0

4
0

0
.0

1
6

0
.0

0
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

0
0
.0

6
3

0
.0

注
１
：
そ
の
他
は
、
養
殖
業
者
数
が
２
者
以
下
の
道
府
県
及
び
池
入
割
当
量
が
０
．
１
ｔに

満
た
な
い
道
府
県
で
あ
る
。

注
２
：
許
可
件
数
は
、
令
和
7
年
1
0
月
3
1
日
時
点
で
許
可
を
受
け
て
い
る
養
殖
場
の
総
計
で
あ
る
。

令
和
8
年
4
月

令
和
7
年
1
1
月

令
和
８
年
漁
期
　
道
府
県
別
に
ほ
ん
う
な
ぎ
以
外
の
種
の
う
な
ぎ
種
苗
池
入
れ
実
績

令
和
8
年
1
0
月

令
和
7
年
1
2
月

令
和
8
年
1
月

令
和
8
年
8
月

令
和
8
年
9
月

令
和
8
年
漁
期

合
計

許
可
件
数

令
和
8
年
漁
期
の

池
入
割
当
量

令
和
8
年
6
月

令
和
8
年
7
月

令
和
8
年
5
月

池
入
れ
数
量
　
※
数
量
（
単
位
：
ト
ン
）
は
、
シ
ラ
ス
換
算

令
和
8
年
2
月

令
和
8
年
3
月
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【R8（昨年）漁期】指定養殖業の許可の状況について
〇 許可の有効期間：令和７年 11 月１日から令和８年 10 月 31 日まで 
〇 うなぎ養殖業の許可の申請状況等（結果） 

にほんうなぎ にほんうなぎ以外の種のうなぎ 

公示数量 21,700.0 kg 3,500.0 kg 

公示 

養殖場数 

439 103 

うち 

国内で一度も飼育さ

れたことのないうな

ぎを養殖する養殖場 

うち 

国内で養殖されたこ

とのあるうなぎのみ

を養殖する養殖場 

うち 

国内で一度も飼育さ

れたことのないうな

ぎを養殖する養殖場 

うち 

国内で養殖されたこ

とのあるうなぎのみ

を養殖する養殖場 

402 37 69 34 

申請数量 23,455.3 kg 0.0kg 4,453.4 kg 0.0kg 

実績者に優先して 

許可する数量 
21,681.3 kg 3,500.0 kg 

実績者に優先して 

許可する養殖場数 
400 36 69 34 

くじで配分する数量 18.7 kg 

くじで配分する養殖場数 2 1 

許 可 

数 量 21,700.0 kg 0.0kg 3,500.0 kg 0.0kg 

養殖場数 
437 103 

402 35(新規:1) 69 34 

不許可 5件 1件 6件 4件 

〇 道府県別うなぎ養殖業の許可件数及び池入割当量（令和９年 11 月１日時点） 

許可件数 
にほんうなぎ にほんうなぎ以外の種のうなぎ 

許可件数 池入割当量(トン) 許可件数 池入割当量(トン) 

宮城県 - - １ 1.3 

石川県 - - 4 0.1 

静岡県 55 2.1 4 0.0 

愛知県 117 5.0 4 0.4 

三重県 7 0.4 2 0.0 

奈良県 1 0.0 34 0.6 

岡山県 6 0.0 1 0.0 

徳島県 27 0.5 - - 

香川県 18 0.1 1 0.1 

高知県 20 0.6 2 0.0 

福岡県 17 0.1 1 0.0 

大分県 11 0.2 - - 

熊本県 15 0.3 2 0.2 

宮崎県 44 3.5 - - 

鹿児島県 65 8.6 18 0.3 

その他 34 0.3 29 0.5 

計 437 21.7 103 3.5 

参考４
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